
 

河川等災害応急対策活動等（機械設備）に関する基本協定 募集要領 

 

 「河川等災害応急対策活動等（機械設備）」について、下記により基本協定締結希望者

を募集いたしますので、基本協定の締結を希望される方は下記基本協定締結説明書により

技術資料の提出をお願いいたします。 

 

基 本 協 定 締 結 説 明 書 

 

１．公募日   令和２年３月２６日 

２．担当官等 中国地方整備局 日野川河川事務所長 西 博之 

３．協定概要 

（１）協 定 名 河川等災害応急対策活動等（機械設備）に関する基本協定 

（２）活動場所 日野川河川事務所管内の機械設備に対する災害応急対策活動等への協

力を原則とします。 

         

（３）活動内容 日野川河川事務所が管理する機械設備において、故障や被災のため災

害対策活動に支障が出る場合、またはその恐れがある場合の施設被害

の拡大防止と早期復旧のため、貴社で保有される建設機械、資材及び

労力等により応急対策活動を実施するものです。 

（４）協定期間 令和２年５月１日 ～ 令和３年４月３０日 

 

４．応募資格 

  応募資格は、以下のとおりとします。 

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）

第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（２） 中国地方整備局における平成 31・32 年度「機械設備工事」の一般競争参加資

格の認定を受けていること（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認

定を受けていること）。または平成 31・32・33 年度の一般競争（指名競争）参加

資格(全省庁統一資格)役務の提供等のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされた中国地域

の競争参加資格を有することが確認できた者であること。 

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受け

た者を除く。）でないこと。 

（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 



（５） 平成１７年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した中国地方整備局

（各事務所等を含む）が発注した下記のいずれかの機械設備に係わる工事の施

工実績又は点検・整備の履行実績を一件以上有すること。なお、工事の施工実

績は、新設・改造・更新・修繕の別を問わない。ただし、塗装のみの実績は除

く。 

    また、点検整備の履行実績は、当該機械設備の年点検を実施した実績を有す

ること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上であること。ただ

し、乙型ＪＶ（異工種ＪＶ）の施工実績については、出資比率に関わらず各構

成員が施工を行った分担工事の実績であること。なお、工事の施工実績は工事

成績評定通知書に記載されている評定点（以下「評定点」という。）が 65 点未

満のものは実績として認めない。 

     ① 河川用水門設備（電動式水門設備） 

     ② ダム用水門設備 

③ 河川の揚排水ポンプ設備（ポンプ１台当たり排水能力 1.0ｍ3／ｓ以上） 

    

また、当該工事実績の発注機関が一般財団法人日本建設情報総合センターの

「工事実績情報システム（CORINS）」（以下、「CORINS」という。）に登録を

義務付けている場合は、CORINS に登録されていなければ、実績として認めない。

ただし、500 万円未満の工事、中国地方整備局における平成 14 年 9 月 30 日以

前に発注した請負金額が 2,500 万円未満の工事等、発注者が登録を義務付けて

いない工事、点検整備等の役務についてはこの限りでない。 

       

（６） 本協定の活動内容である応急対策活動等を総括的に管理する者として、（５）

①～③の機械設備についてそれぞれ次に掲げるいずれかの基準を満たす技術

者を保有していること。 

なお、当該活動に専任の義務は有しない。 

① 協定締結希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、「直

接的かつ恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日以前において３箇月以上

の雇用関係にあることをいう。 

上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、協定締結

を認めないことがある。 

       ａ）河川用水門設備、ダム用水門設備 

１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ 

と。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 

・１級建設機械施工技士 

・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 

・技術士法による技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート、機 

 械部門又は総合技術監理部門（選択科目を建設－鋼構造及びコン 



クリート又は機械に係わる科目に限る。））の資格を有する者。  

・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 

        

       ｂ）揚排水ポンプ設備 

        １級ポンプ施設管理技術者又はこれと同等以上の資格を有する者であ 

ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をい 

う。 

・技術士法による技術士（機械部門又は総合技術監理部門（選 

択科目を機械に係わる科目に限る。））の資格を有する者。  

・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 

       

（７） 基本協定資格確認申請書（基本協定資格確認のための添付資料を含む。この

説明書において「申請書」という｡)の提出期限の日までの期間に、中国地方整

備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和 59 年３月 29 日付

け建設省厚第 91 号。以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を

受けていないこと。 

（８） 中国地方整備局管内に建設業法の許可を有する本店、支店又は営業所がある

こと。 

 なお、（６）の基準を満たす技術者が在籍していること。 

    （９） 令和２年度に日野川河川事務所が発注する河川用水門設備、ダム用水門設備、

排水ポンプ設備の点検業務等を受注している者については、当該点検業務等の

範囲外での活動を原則とする。 

 

５．基本協定締結者の決定方法 

（１） 基本協定の締結は、４．に掲げる応募資格を満たしている者と行う。 

なお、協定は４．（５）に掲げる①～③の機械設備を重複して締結すること

ができる。 

（２） 複数の協定希望者から重複して希望があった機械設備は、希望順位の高い者

から選定を行う。 

（３） さらに、同一希望順位が複数者ある場合については、以下の順に選定を行う。 

①協定参加者の災害派遣の拠点（本店、支店、営業所のいずれか）から日野

川河川事務所到着までの所要時間が最も短い者。 

②協定参加者の災害派遣の拠点（本店、支店、営業所のいずれか）から日野

川河川事務所までの片道移動距離が最も短い者。 

    （４） 選定、非選定の結果については、書面により通知する。 

  （５） 希望者の無い機械設備は、当該機械設備に関わる資格を有する技術者を保有

している申請者と再度意思確認を行う。 

 

 

 



６．担当部局 

  〒６８９－３５３７ 鳥取県米子市古豊千６７８番地 

        国土交通省中国地方整備局 日野川河川事務所 工務課（担当：建設監督官） 

        ＴＥＬ ０８５９－２７－５４８４（代表） 

         ＦＡＸ ０８５９－２７－２４３１ 

 

７．応募資格の確認等 

（１）申請書の作成 

基本協定の締結を希望される方は、下記資料を作成し提出願います。 

①基本協定参加資格確認申請書【別記様式１】 

②過去の施工（履行）実績【別記様式２】 

※役務の実績の場合や CORINS に登録されていない場合は、確認で

きる書類（特記仕様書、図面等）を提出願います。 

③技術者の資格【別記様式３】 

※技術者の資格及び雇用関係が確認できる資料を提出願います。な

お、複数の技術者を登録することは可能です。 

④希望設備調査票【別記様式４】 

⑤日野川河川事務所までの所要時間等【別記様式５】 

  ※会社の派遣の拠点とする本店、支店、営業所等から日野川河川事

務所到着までの所要時間と片道移動距離を記載して下さい。 

      

（２）申請書の提出 

申請書については、以下のとおり提出願います。 

①提出方法：申請書（追加資料を含む）の提出は、持参又は郵送（書留

に限る。②の期限までに必着のこと。）とします。 

②受付期間：令和２年３月２７日（金）から令和２年４月１６日（木）

までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分までとす

る。 

③提出場所：４．に同じ。 

（３）申請書作成等に対する質問 

申請書の作成等にあたり質問がありましたら、書面（様式は自由）により提

出願います。 

② 提出方法：書面を持参又は郵送により提出すること。ＦＡＸでも可。 

 

②受領期間：令和２年３月２７日（金）から令和２年４月１６日（木）

までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分までとす

る。 

③提出場所：４．に同じ。 

（４）（３）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧を行います。 

①期  間：質問を受理してから適宜に、令和２年４月１６日（木）ま



での休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分まで。 

②場  所：４．に同じ。 

（５）その他 

①申請書（追加資料を含む）の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担と

なります。 

②担当官は、提出された申請書（追加資料を含む）を応募資格確認以外に提

出者に無断で使用しません。 

また、提出者の了承を得ることなく申請書の一部のみを採用することはし

ません。 

③  提出された申請書（追加資料を含む）は返却しません。 

④  協定の相手方として選定された者に対しては、別添「河川災害応

急対策活動等（機械設備）に関する基本協定（案）」に基づき協

定を締結することになりますので、締結時には第４条第１項につ

いて併せて報告願います。 

⑤  当事務所管内の本協定対象機械設備は別図－１のとおり。 

 



1 皆生排水機場

1 水貫川樋門

2 大川樋門

3 八幡排水樋門

4 大寺排水樋門

5 大寺第2排水樋管

6 大寺第3排水樋管

7 岸本排水樋管

9 吉定排水樋門

8 吉定第2排水樋門

10 立岩排水樋管

11 立岩第2排水樋管

12 立岩第3排水樋管

13 中祖排水樋門14 福市第2排水樋門

15 福市排水樋門

16 洗川排水樋門

17 榎原排水樋門

18 境排水樋門

19 捨排水樋門

20 境第2排水樋門

21 二ヶ排水樋管

22 中渡排水樋管

23 下瀬排水樋管

24 東安寺排水樋管

25 今排水樋管

26 七ヶ排水樋管

27 原排水樋管

28 倭排水樋管

29 五ヶ排水樋管

30 清水排水樋管

菅沢ダム水門設備
1 選択取水設備
2 常用放流設備
3 非常用放流設備
4 予備ゲート設備
5 利水放流設備
6 小規模放流設備

別紙－１ 協定対象機械設備位置図

凡 例

河川用水門設備
ダム用水門設備
排水ポンプ設備

菅沢ダム

別表－１

（河川用水門）

扉体幅（㎜） 扉体高（㎜） 門　数 形　　式 開閉方式 動力

1 5,400 2,800 4 ローラーゲート ラック式 電動 0k151m 　日野川 左岸

2 5,350 3,500 3 ローラーゲート ラック式 電動 5k450m 　日野川 左岸

3 1,380 1,300 1 スライドゲート ラック式 電動 8k305m 　日野川 左岸

4 930 850 1 スライドゲート ラック式 電動 9k315m 　日野川 左岸

5 710 640 1 スライドゲート ラック式 電動 9k607m 　日野川 左岸

6 710 640 1 スライドゲート ラック式 電動 9k755m 　日野川 左岸

7 930 850 1 スライドゲート ラック式 電動 9k760m 　日野川 右岸

8 2,150 1,550 2 スライドゲート ラック式 電動 11k078m 　日野川 右岸

9 2,050 1,550 1 スライドゲート ラック式 電動 11k200m 　日野川 右岸

10 950 850 1 スライドゲート ラック式 電動 11k690m 　日野川 右岸

11 φ600 － 1 フラップゲート フラップ式 無動力 12k085m 　日野川 右岸

12 710 610 1 スライドゲート ラック式 電動 12k435m 　日野川 右岸

13 3,000 2,200 1 ローラーゲート ラック式 電動 16k082m 　日野川 左岸

14 1,120 1,120 1 スライドゲート ラック式 電動 0k807m 　法勝寺川 右岸

15 1,840 1,800 1 スライドゲート ラック式 電動 1k064m 　法勝寺川 右岸

16 3,100 2,150 2 ローラーゲート ラック式 電動 2k597m 　法勝寺川 右岸

17 1,650 1,830 1 ローラーゲート ラック式 電動 3k267m 　法勝寺川 左岸

18 2,400 1,600 1 スライドゲート ラック式 電動 4k255m 　法勝寺川 左岸

19 2,950 2,100 2 スライドゲート ラック式 電動 4k328m 　法勝寺川 右岸

20 1,400 1,400 1 スライドゲート ラック式 電動 4k828m 　法勝寺川 左岸

21 1,150 1,050 1 スライドゲート ラック式 電動 5k610m 　法勝寺川 右岸

22 1,630 1,550 1 スライドゲート ラック式 電動 5k720m 　法勝寺川 右岸

23 1,330 1,250 1 スライドゲート ラック式 電動 6k073m 　法勝寺川 左岸

24 1,130 1,050 1 スライドゲート ラック式 電動 6k515m 　法勝寺川 右岸

25 1,130 1,050 1 スライドゲート ラック式 電動 7k140m 　法勝寺川 右岸

26 1,130 1,250 1 スライドゲート ラック式 電動 7k780m 　法勝寺川 右岸

27 930 850 1 スライドゲート ラック式 電動 8k225m 　法勝寺川 左岸

28 1,650 1,600 1 スライドゲート ラック式 電動 8k958m 　法勝寺川 右岸

29 1,380 1,300 1 スライドゲート ラック式 電動 9k638m 　法勝寺川 右岸

30 900 850 1 スライドゲート ラック式 電動 9k665m 　法勝寺川 左岸

（ダム用水門設備）

幅 高 門　数 形　　式 開閉方式 動力

1 φ1800 37,000 1
円筒形多段式シ
リンダーゲート

ワイヤロープ

ウィンチ式
電動

2 3,100 2,600 1 高圧ラジアルゲート 油圧シリンダー 電動

3 8,000 10,000 1 ラジアルゲート
ワイヤロープ

ウィンチ式
電動

4 4,340 4,340 1 高圧ローラーゲート
ワイヤロープ

ウィンチ式
電動

5 2 ジェットフローゲート スピンドル式 電動

6 2 高圧スライドゲート スピンドル式 電動

（排水機場設備）

口径 吐出量 ポンプ台数 動力

1 700㎜ １ｍ3／台 2 電動

　東安寺排水樋管

　今排水樋管

　立岩第２排水樋管

　洗川排水樋門

　榎原排水樋門

　境排水樋門

　境第２排水樋門

　下瀬排水樋管

　水貫川樋門

　大寺第２号排水樋管

　大寺第３号排水樋管

　岸本排水樋管

　吉定排水樋門

　立岩排水樋管

　八幡排水樋門

　大寺排水樋管

　大川樋門

　吉定第２排水樋門

　福市排水樋門

　中祖排水樋門

　福市第２排水樋管

備　　　　考樋　　　門　　　名
設　　　備　　　諸　　　元

No.

　清水排水樋管

　捨排水樋門

　倭排水樋管

　二ケ排水樋門

　中渡排水樋管

備　　　　考

協定対象機械設備一覧表

　立岩第３排水樋管

　五ケ排水樋門

　七ケ排水樋管

　原排水樋管

No. 設備名称
設　　　備　　　諸　　　元

φ200

選択取水設備

常用放流設備

非常用放流設備

予備ゲート設備

利水放流設備

小規模放流設備 主ゲート、副ゲート　各１門

No. 設備名称
設　　　備　　　諸　　　元

φ900

皆生排水機場

備　　　　考

コラム型着脱式水中ポンプ

構　造　形　式

発動発電機（４０６KVA）　１台

主ゲート、副ゲート　各１門
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